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護
國
神
社
と
賀
茂
百
樹

坂

井

久

能

は
じ
め
に

　

昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
三
月
十
五
日
付
内
務
省
令
第
十
二
号

で
「
招
魂
社
ハ
之
ヲ
護ゴ

國コ
ク

神
社
ト
改
稱
ス
」
と
し
て
、
四
月
一
日
を

も
っ
て
護
國
神
社
制
度
が
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
創
設
に
賀
茂
百
樹

は
直
接
に
関
わ
っ
て
い
な
い
。
前
年
四
月
に
病
で
靖
國
神
社
宮
司
職

を
辞
し
、
同
十
六
年
五
月
四
日
に
没
し
て
い
る
。
以
下
は
、
賀
茂
百

樹
が
「
護
國
神
社
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
、
護
國
神

社
制
度
と
の
関
係
を
視
点
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
台
湾
歩
兵
第
一
聯
隊
第
三
大
隊
の
「
護
國
神
社
」

　

昭
和
五
年
十
月
、
台
湾
原
住
民
族
タ
イ
ヤ
ル
族
の
「
霧
社
蕃
」
が

抗
日
暴
動
事
件
「
霧
社
事
件
」
を
起
こ
し
た
。
鎮
圧
に
出
動
し
た
台

研
究
ノ
ー
ト

湾
歩
兵
第
一
聯
隊
第
三
大
隊
（
台
中
分
屯
大
隊
）
は
、
帰
隊
後
四
ヶ

月
余
り
経
っ
た
同
六
年
四
月
四
日
、
靖
國
神
社
の
賀
茂
百
樹
宮
司
宛

に
次
の
書
翰
を
送
っ
た
（
（
（

（
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
以
下
同
じ
）。

台　

歩

一
ノ
三

第
三
號

　
　

昭
和
六
年
四
月
四
日　
　

臺
中
分
屯
大
隊
印

靖
國
神
社
宮
司
賀
茂
百
樹
殿

　
　
　

神
社
造
營
ニ
関
ス
ル
件
照
會

遠
ク
郷
関
ヲ
出
テ
我
國
土
ノ
最
南
端
國
防
ノ
第
一
線
ニ
立
ツ
將

卒
ノ
守
護
神
ト
シ
テ
、
朝
ニ
夕
ニ
拜
ミ
祀
リ
國
運
ノ
隆
昌
武
運

ノ
長
久
ヲ
祈
ラ
ン
カ
爲
、
別
紙
ノ
如
ク
營
庭
吉
祥
ノ
地
ニ
祠
ヲ

造
營
シ
概
ネ
完
成
セ
シ
ニ
付
、
來
ル
四
月
三
十
日
靖
國
神
社
祭

ノ
吉
日
ヲ
卜
シ
、
祭
神
ノ
儀
ヲ
行
フ
タ
メ
、
之
カ
祭
神
及
社
名
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ニ
就
キ
御
垂
教
相
煩
度
、
此
段
照
會
候
也

＊�
以
下
「
趣
旨
」「
感
状
」「
臺
中
分
屯
大
隊
營
内
建
物
配
置

圖
」
を
載
せ
る
が
、
省
略
し
た
。

　

営
庭
に
祠
（
営
内
神
社
）
を
建
設
し
た
の
で
、
祭
神
と
社
名
に
つ

い
て
教
え
を
乞
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
祠
に
つ
い
て
は
、「
趣
旨
」

に
「
霧
社
事
件
ニ
際
シ
（
中
略
）
四
勇
士
ノ
犠
牲
ヲ
出
ス
ニ
至
リ
タ

ル
ハ
甚
タ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
其
四
靈
ヲ
祀
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
議

起
リ
、
既
ニ
神
社
ヲ
造
營
シ
近
ク
鎮
座
祭
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
」
と
あ
り
、

霧
社
事
件
死
没
隊
員
を
祀
る
た
め
に
造
営
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
感

状
を
添
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慰
霊
と
と
も
に
顕
彰
の
性
格
を

も
っ
た
招
魂
社
的
な
神
祠
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

靖
國
神
社
は
、
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

番
號　

靖
庶
第
五
九
號
ノ
二　
　

廳
名　

臺
中
分
屯
大
隊

宮
司
（
サ
イ
ン
）　

禰
宜
（「
豊
永
」
印
）　

主
任
主
典
（「
友
澤
」

印
）

件
名　

神
社
造
營
ニ
関
ス
ル
件 

回
答

　

宮
司
ヨ
リ
臺
中
分
屯
大
隊
へ

標
記
ノ
件
ニ
関
シ
庶
第
三
號
ヲ
以
テ
照
會
相
成
度
候
處
※
護
國

神
社
ト
命
名
相
成
候
ヲ
「
称
ス
ル
カ
如
キ
」
適
當
「
カ
」
ト
存

候
。
祭
神
ト
シ
テ
ハ
天
照
「
伊
勢
」
皇
大
神
宮
、
明
治
神
宮
、

靖
國
神
社
「
ノ
守
冊
」
ヲ
勧
請
「
シ
」
相
成
之
ニ
四
勇
士
ノ
靈

ヲ
併
祀
相
成
候
ヘ
ハ
可
然
ト
相
認
「
哉
ト
存
」
候
「
爲
御
参

考
」

此
段
及
回
答
候
也

「�

追
テ
右
三
神
社
守
冊
ハ
夫
々
御
申
込
相
成
候
ハ
ヽ
御
送
可
申
。

神
宮
神
社
ノ
御
分
霊
ト
云
フ
コ
ト
ハ
法
規
上
出
来
不
申
、
且

ツ
四
霊
ト
神
宮
至
尊
ヲ
合
祀
ト
云
フ
コ
ト
モ
穏
カ
ナ
ラ
サ
ル

義
ニ
有
之
、
仍
テ
二
宮
一
社
ノ
守
冊
ヲ
拝
受
シ
テ
祭
祀
ス
ル

コ
ト
本
文
ノ
通
相
定
メ
候
事
」

＊
頭
注
に
「
※
種
々
考
案
ノ
結
果
」
と
あ
る
。

　

社
名
は
「
護
國
神
社
」
が
適
当
で
あ
り
、
祭
神
は
天
照
皇
大
神

宮
・
明
治
神
宮
・
靖
國
神
社
を
勧
請
し
、
四
勇
士
の
霊
を
併
祀
す
れ

ば
よ
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
恐
ら
く
賀

茂
宮
司
の
意
を
受
け
て
主
任
主
典
の
友
澤
乙
八
が
書
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
書
は
追
っ
て
書
き
や
追
記
（「　

」
で
示
し

た
）・
削
除
等
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
別
字
で
あ
っ
て
賀
茂
宮
司
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
追
っ
て
書
き
は
、
先
ず
は
神
宮
神
社
の
分
霊

に
つ
い
て
、
明
治
三
十
二
年
四
月
八
日
付
社
甲
第
四
号
通
牒
「
官
国

幣
社
祭
神
分
霊
ニ
関
ス
ル
件
」
に
、
分
霊
は
「
濫
リ
ニ
授
与
不
相
成

儀
ニ
付
」
と
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
分
霊
の
授
与
は
で
き
な
い
と
記

し
て
い
る
。
次
い
で
霧
社
事
件
死
没
四
霊
と
神
宮
至
尊
を
合
祀
す
る

の
は
穏
や
か
で
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
、
注
目
す

べ
き
こ
と
を
二
点
述
べ
る
。

　

先
ず
第
一
は
、
社
名
を
「
護
國
神
社
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
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れ
に
つ
い
て
、「
護
國
神
社
」
の
頭
注
に
「
種
々
考
案
ノ
結
果
」
と

記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
熟
慮
の
結
果
導
き
出
し
た
社
名
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
隊
か
ら
の
書
翰

に
「
我
國
土
ノ
最
南
端
國
防
ノ
第
一
線
ニ
立
ツ
將
卒
ノ
守
護
神
」
と

し
て
祀
り
た
い
と
あ
る
こ
と
に
応
え
て
「
護
國
」
と
命
名
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
臺
灣
日
日
新
報
』
昭
和
六
年
三
月
十

四
日
付
に
「
兵
隊
の
手
で
神
社
造
營
―
既
報
臺
中
第
三
大
隊
營
庭
に

新
ら
し
く
造
營
さ
れ
た
乃
木
神
社
」
と
い
う
記
事
と
、
ほ
ぼ
完
成
し

た
神
社
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。
大
隊
の
書
翰
に
「
營
庭
吉
祥
ノ

地
ニ
祠
ヲ
造
營
シ
概
ネ
完
成
セ
シ
ニ
付
」
と
あ
る
祠
は
「
乃
木
神

社
」
と
み
て
間
違
い
な
い
。
乃
木
神
社
と
は
、
乃
木
希
典
を
祭
神
と

す
る
神
社
で
あ
り
、
大
正
四
年
に
那
須
、
同
五
年
に
伏
見
、
同
八
年

に
東
京
赤
坂
、
同
九
年
に
長
府
、
そ
し
て
昭
和
十
年
に
善
通
寺
な
ど

で
建
設
さ
れ
た
。
台
中
第
三
大
隊
の
営
内
神
社
「
乃
木
神
社
」
は
そ

の
建
設
の
動
き
の
中
に
あ
り
、
乃
木
は
ま
た
第
三
代
目
の
台
湾
総
督

と
い
う
ゆ
か
り
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
隊
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
ず

賀
茂
宮
司
に
社
名
の
教
え
を
乞
う
て
お
り
、
乃
木
神
社
と
し
た
も
の

の
納
得
し
て
い
な
い
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
総
督
と
し
て

の
乃
木
が
台
湾
統
治
に
行
き
詰
ま
っ
て
職
を
辞
し
、
台
湾
で
は
あ
ま

り
実
績
を
あ
げ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
失
政
と
も
い
わ
れ
る
（
（
（

台
湾
で
の

乃
木
像
に
起
因
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

第
二
に
、
祭
神
と
そ
の
奉
斎
の
し
か
た
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伊
勢

皇
大
神
宮
・
明
治
神
宮
・
靖
國
神
社
の
「
二
宮
一
社
」
の
「
守
冊
」

を
勧
請
し
、「
四
勇
士
ノ
靈
ヲ
併
祀
」
す
る
の
が
よ
い
と
賀
茂
宮
司

は
回
答
し
て
い
る
。
こ
こ
で
敢
え
て
「
守
冊
」（
守
札
・
神
符
と
も
い

わ
れ
る
御
札
）
を
追
記
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
、
追
っ
て
書
き
に
「
四
靈
ト
神
宮
至
尊
ヲ
合
祀
ト
云
フ
コ

ト
モ
穏
カ
ナ
ラ
サ
ル
義
ニ
有
之
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
神

宮
至
尊
と
死
没
し
た
四
霊
が
一
つ
の
御
神
体
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
を

避
け
る
た
め
、「
守
冊
」
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

賀
茂
宮
司
の
考
え
は
、
既
に
次
の
二
例
で
示
さ
れ
て
い
る
。

【
陸
軍
士
官
学
校
の
雄
健
神
社
】

　

陸
軍
士
官
学
校
の
校
内
神
社
改
築
に
あ
た
り
、
賀
茂
宮
司
は
校
長

與
倉
少
将
の
依
頼
に
よ
り
、
社
名
と
祭
神
に
つ
い
て
大
正
五
年
十
月

十
一
日
付
「
陸
軍
士
官
學
校
内
ノ
社
祠
ノ
称
號
祭
神
ノ
選
定
ノ
件
（
（
（

」

で
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

　

陸
軍
士
官
学
校
内
ノ
社
祠
ノ
称
號
祭
神
ノ
撰
定
ニ
関
シ
同
校

　

長
與
倉
少
将
ノ
依
頼
ニ
ヨ
リ
撰
定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

一
、
社
號　

男ヲ

建タ
ケ
ビ

神
社  

（
中
略
）

一
、
祭
神　

軍
神　

天
照
大
御
神　

�
大
國
主
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱

武
甕
槌
之
男
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
経
津
主
神

　
　
　
　
　

配
祀　

士
官
学
校
出
身
將
校
戦
役
死
没
者
ノ
靈
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軍
神
ハ
殿
内
上
段
正
中
ニ
安
ス　

配
祀
ハ
下
段
少
シ

　
　
　
　

左
方
ニ
之
ヲ
安
ス

　

こ
こ
で
、
賀
茂
宮
司
は
軍
神
四
柱
に
対
し
て
士
官
学
校
出
身
戦
没

者
の
霊
は
配
祀
と
し
て
扱
い
、
祀
る
場
も
前
者
が
殿
内
上
段
中
央
に

奉
安
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
下
段
そ
れ
も
中
央
を
避
け
た
左

方
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
祇
と
英
霊
を
併
祀
す
る
場
合
の
配
慮

を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
台
湾
歩
兵
第
二
聯
隊
の
忠
魂
堂
】

　

台
南
に
駐
屯
の
台
湾
歩
兵
第
二
聯
隊
は
、
大
正
三
年
の
太タ

魯ロ

閣コ

蕃

討
伐
に
お
け
る
戦
病
死
者
を
祀
る
た
め
、
営
内
の
将
校
集
会
所
南
側

に
忠
魂
堂
を
建
設
し
、
春
秋
二
回
祭
祀
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
。
と

こ
ろ
が
白
蟻
の
害
に
よ
り
修
繕
が
必
要
と
な
り
、
同
八
年
七
月
七
日

付
で
台
湾
総
督
明
石
元
二
郎
が
陸
軍
大
臣
宛
に
忠
魂
堂
改
築
の
件
を

申
請
し
た
。
申
請
書
に
は
「
此
ノ
機
會
ニ
…
天
照
大
神
宮
ノ
神
靈
ヲ

合
祠
シ
、
將
卒
ノ
敬
神
思
想
ノ
向
上
ヲ
圖
ル
ト
共
ニ
精
神
教
育
ノ
資

料
ニ
供
シ
度
」
と
あ
り
、「
忠
魂
堂
改
築
計
畫
書
」
に
も
「
合
祀
祭

神
天
照
大
神
宮
」
と
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
陸
軍
省
副
官
か
ら
総
督
府
参
謀
長
へ
次
の
回
答

が
あ
っ
た
（
（
（

。

　

副
官
ヨ
リ
台
湾
総
督
府
陸
軍
参
謀
長
ヘ
通
牒
案
（
陸
普
）

首
題
ノ
件
ニ
付
、
本
年
七
月
七
日
付
台
副
第
七
五
四
号
ヲ
以
テ

貴
総
督
ヨ
リ
申
請
相
成
候
処
、
右
改
築
ハ
支
障
無
之
候
得
共

（
忠
魂
堂
ニ
天
照
大
神
ヲ
合
祠
ス
ル
ハ
妥
当
ナ
ラ
サ
ル
ノ
嫌
有
之
候
間
）

戰
病
死
者
ノ
英
霊
ノ
ミ
ヲ
祠
ル
コ
ト
ニ
セ
シ
メ
ラ
レ
度
、
依
命

及
通
牒
候
也

　

追
テ
本
件
ハ
別
ニ
指
令
不
相
成
候
条
、
為
念
申
添
候

陸
軍
省

送　

達

陸
普
第
二
〇
一
三
號

八
月
七
日

＊
頭
注
に
「
括
弧
内
削
除
」
と
あ
る
。

　

改
築
は
支
障
な
い
が
、（
天
照
大
神
の
合
祀
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
）

戦
病
死
者
の
英
霊
の
み
を
祀
る
よ
う
に
せ
よ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

陸
軍
省
は
な
ぜ
天
照
大
神
の
合
祀
を
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
総
督
の
申
請
を
受
理
し
た
陸
軍
省
側
は
、
合
祀
が
妥
当
か
ど
う

か
を
、
省
の
管
理
下
に
あ
っ
た
靖
國
神
社
の
賀
茂
百
樹
宮
司
に
副
官

が
尋
ね
る
と
い
う
の
が
想
定
で
き
る
流
れ
で
あ
る
。
陸
軍
省
は
申
請

文
を
七
月
十
二
日
に
受
理
し
、
上
記
回
答
文
書
の
日
付
は
八
月
七
日
、

大
臣
官
房
の
結
了
は
八
月
十
一
日
で
あ
っ
た
。
処
理
に
一
ヶ
月
近
く

か
か
っ
て
い
る
の
も
、
相
談
の
期
間
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何

よ
り
も
、
抹
消
し
た
部
分
に
「
忠
魂
堂
ニ
天
照
大
神
ヲ
合
祠
ス
ル
ハ

妥
当
ナ
ラ
サ
ル
ノ
嫌
有
之
候
」
と
記
し
、
英
霊
と
天
照
大
神
を
合
祀

す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
台
中
の
護
國
神

社
で
見
ら
れ
た
賀
茂
宮
司
の
配
慮
と
い
え
よ
う
。
陸
軍
省
は
、
賀
茂

宮
司
の
意
向
を
う
け
て
許
可
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

  

以
上
の
こ
と
か
ら
、
賀
茂
宮
司
は
国
土
防
衛
に
あ
た
る
将
兵
の
祀
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る
神
祠
に
「
護
國
神
社
」
の
社
名
が
相
応
し
い
と
提
示
す
る
と
と
も

に
、
英
霊
を
祭
神
と
す
る
場
合
に
は
、
伊
勢
皇
大
神
宮
・
明
治
神

宮
・
靖
國
神
社
の
祭
神
を
主
神
と
し
て
祀
り
、
英
霊
と
神
祇
を
一
つ

の
御
神
体
に
合
祀
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
格
別
な
配
慮
を
見
せ
た
。

英
霊
に
奉
仕
す
る
靖
國
神
社
宮
司
に
よ
る
、
神
祇
と
英
霊
の
奉
祀
の

上
で
の
扱
い
の
違
い
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
軍
人
会
館
の
「
護
國
神
社
」

　

帝
国
在
郷
軍
人
会
は
、
靖
國
神
社
外
苑
、
俗
称
牛
ヶ
淵
の
土
地
を

陸
軍
省
か
ら
借
用
し
、
昭
和
九
年
三
月
二
十
五
日
に
軍
人
会
館
（
現
、

九
段
会
館
）
を
落
成
さ
せ
、
屋
上
に
「
護
國
神
社
」
を
創
建
し
た
。

靖
國
神
社
所
蔵
『
昭
和
九
年
一
月
起　

社
務
宿
直
日
記
』（
以
下
『
社

務
日
記
』
と
記
す
）
に
よ
る
と
、
一
月
十
四
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、�

軍
人
會
館
護
國
神
社
御
神
體
ヲ
紀
念
殿
勅
使
ノ
間
ノ
次
室

ニ
奉
安
ス
（
暫
時
預
リ
）

　

鎮
座
祭
の
二
ヶ
月
以
上
も
前
に
御
神
体
が
準
備
さ
れ
預
か
り
置
く

と
い
う
こ
と
は
、
靖
國
神
社
発
行
の
神
札
等
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
欄
外
に
「
授
与
願
」
と
あ
り
、
当
時
戦
没
者
等
を
鎮
霊
す

る
霊
代
と
そ
れ
を
納
め
る
唐
櫃
の
調
製
及
び
御
霊
代
祓
式
執
行
の
依

頼
が
靖
國
神
社
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
（
（

、
軍
人
会
館
の

依
頼
に
よ
り
神
社
が
外
部
に
委
託
調
製
し
た
御
神
体
と
思
わ
れ
る
。

　

次
い
で
、
一
月
二
十
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、�

午
後
二
時
軍
人
会
館
赤
井
中
将
出
雲
大
社
物
部
神
社
多
賀

神
社
御
神
札
ヲ
奉
持
来
社
セ
ラ
ル　

之
ヲ
紀
念
殿
ニ
奉
安
ス

　

物
部
神
社
の
祭
神
宇
摩
志
眞
手
命
は
後
述
の
よ
う
に
護
國
神
社
の

祭
神
と
な
る
武
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
雲
大
社
と
多
賀
神
社
を
含

め
て
、
会
館
内
奉
祀
祭
神
を
迎
え
た
記
事
と
思
わ
れ
る
。
赤
井
春
海

中
将
は
当
時
財
団
法
人
軍
人
会
館
の
理
事
長
で
あ
っ
た
。

　

次
い
で
三
月
十
五
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、�

午
後
三
時
軍
人
會
館
向
田
海
軍
少
将
来
社
。
曩
ニ
預
リ
ア

リ
シ
霊
代
拝
受
祭
ヲ
執
行
ノ
后
之
ヲ
渡
セ
リ
。
岡
留
、
御
床
、

逆
瀬
川
ノ
諸
氏
奉
仕
ス

　

護
國
神
社
鎮
座
祭
が
近
づ
い
た
の
で
、
預
け
置
い
た
霊
代
を
受
領

し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　

次
い
で
三
月
十
九
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、�

午
前
十
時
帝
國
在
郷
軍
人
會
館
権
殿
造
建
ニ
付
向
田
理
事

外
一
名
来
社
ノ
上
會
館
竣
成
ヲ
兼
ネ
奉
告
祭
執
行
。
岡
留
禰

宜
及
当
直
員
奉
仕
セ
リ

一
、�

御
床
主
典
ハ
軍
人
會
館
ヘ
祭
典
打
合
セ
ノ
為
出
向
セ
リ

　

会
館
と
「
権
殿
」
の
竣
成
奉
告
祭
が
靖
國
神
社
で
行
わ
れ
た
。
権

殿
は
、
以
前
か
ら
こ
の
地
に
あ
っ
た
靖
國
神
社
本
社
に
異
変
が
あ
っ

た
場
合
に
神
霊
を
遷
す
と
い
う
仮
宮
で
、
会
館
建
設
に
よ
り
屋
上
に

建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宮
司
が
奉
仕
せ
ず
権
殿
前
で
行
わ
な
い

の
は
、
仮
宮
で
御
霊
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。



護國神社と賀茂百樹（坂井）451

　

次
い
で
、
三
月
二
十
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、�
午
前
十
時
軍
人
會
館
竣
成
祭
並
守
護
神
鎮
座
祭
執
行
セ
ラ

レ
宮
司
以
下
本
職
一
同
並
澤
田
、
藤
井
両
社
掌
奉
仕
。
市
中

伶
人
五
名
奏
楽
セ
リ
。
参
列
員
ハ
軍
人
會
長
、
同
副
会
長
其

　

他　

名
ニ
シ
テ
頗
ル
荘
厳
ニ
祭
典
ヲ
終
了
セ
リ

　

宮
司
以
下
本
職
一
同
が
奉
仕
し
た
荘
厳
な
「
軍
人
會
館
竣
成
祭
並

守
護
神
鎮
座
祭
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
会
館
屋
上
の
護
國
神
社
に
つ

い
て
、
こ
の
時
「
守
護
神
」
と
し
て
鎮
座
し
た
神
は
、『
帝
國
在
鄕

軍
人
會
三
十
年
史
（
（
（

』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

屋
上
に
鎭
ま
り
ま
す
神
社
は
、
社
號
を
護
國
神
社
と
定
め
ら
れ
、

天
照
大
神
・
明
治
天
皇･

靖
国
大
神
を
祭
神
と
し
て
奉
祀
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
他
に
武
甕
槌
命
・
經
津
主
命･
道
臣
命
・
宇

摩
志
眞
手
命
を
も
合
せ
祀
り
、
尚
ほ
ま
た
在
鄕
軍
人
總
招
魂
社

と
し
て
、
靖
國
神
社
に
奉
祀
せ
ら
れ
ざ
る
軍
人
總
靈
を
も
祀
る

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
表
記
か
ら
、
主
祭
神
と
し
て
天
照
大
神･

明
治
天
皇･

靖
国

大
神
の
三
神
、
他
に
軍
神
四
神
と
軍
人
総
霊
が
座
を
異
に
し
て
祀
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
神
祇
の
他
に
靖
國
神
社
に
祀
ら
れ
な

い
軍
人
の
霊
も
祀
る
「
在
郷
軍
人
総
招
魂
社
」
の
性
格
を
も
ち
、
在

郷
軍
人
及
び
軍
人
会
館
の
「
守
護
神
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
護
國
神
社
」
の
社
名
と
祭
神
の
三
神
は
、
台
中
分
屯
大
隊
の

護
國
神
社
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
靖
國
神
社
外
苑
に
建
て
ら
れ

た
軍
人
会
館
の
護
國
神
社
も
、
賀
茂
百
樹
宮
司
が
命
名
し
祭
神
を
選

定
し
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
台
中
の
場
合
は
「
靖
國
神

社
」
の
「
守
冊
」
で
あ
っ
た
が
、
軍
人
会
館
の
場
合
は
「
靖
國
大

神
」
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
に
守
冊
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

祭
神
「
靖
國
大
神
」
と
は
ど
の
よ
う
な
神
で
あ
ろ
う
か
。
既
述
の
よ

う
に
分
霊
の
授
与
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
靖
國
神
社
祭
神

の
分
霊
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
靖
國
神
社
発
行
『
靖
國
神
社
忠
魂

史
』
に
載
せ
る
昭
和
十
年
七
月
付
「
本
書
刊
行
に
際
し
て
」
で
、
賀

茂
百
樹
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

か
く
の
如
く
靖
國
神
社
の
祭
神
は
階
級
を
超
越
し
、
國
民
を

綜
合
し
た
忠
勇
義
烈
の
御
靈
で
あ
り
ま
し
て
、
換
言
す
れ
ば
忠

君
愛
國
の
全
國
民
精
神
を
表
現
し
給
ふ
と
こ
ろ
の
神
で
あ
る
と

申
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
「
靖
國
大
神
」
と
は
、「
國
民
を
綜
合
し
た
忠
勇
義
烈
の
御
靈
」
あ

る
い
は
「
忠
君
愛
國
の
全
國
民
精
神
を
表
現
し
給
ふ
と
こ
ろ
の
神
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
賀
茂
百
樹
独
自
の
霊
魂
観
に
基
づ
く
靖

國
祭
神
を
抽
象
化
し
総
合
化
し
た
神
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
武
甕
槌

命
・
経
津
主
命
は
鹿
島
・
香
取
の
祭
神
、
道
臣
命
・
宇
摩
志
真
手
命

は
大
伴
・
物
部
の
祖
神
で
あ
り
、
軍
神
を
配
祀
し
て
い
る
。
特
に
道

臣
命
は
、
昭
和
七
年
の
軍
人
勅
諭
下
賜
五
十
年
記
念
で
、
勅
諭
に

「
昔
神
武
天
皇
躬
ツ
カ
ラ
大
伴
物
部
ノ
兵
ト
モ
ヲ
率
ヰ
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
大
阪
府
の
伴
林
氏
神
社
が
大
伴
の
祖
神
道
臣
命
を
祀
る
神
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社
と
し
て
俄
に
注
目
さ
れ
た
。
陸
海
内
務
大
臣
と
帝
国
在
郷
軍
人
会

長
を
名
誉
顧
問
、
大
阪
府
知
事
を
会
長
と
す
る
奉
賛
会
が
設
立
さ
れ
、

神
域
や
社
殿
を
整
え
、
村
社
か
ら
一
躍
府
社
に
昇
格
し
た
神
社
で
あ

る
。『
伴
林
氏
神
社
略
誌
』
に
よ
る
と
、
昭
和
九
年
一
月
十
四
日
に

賀
茂
宮
司
が
来
社
し
て
、
軍
人
会
館
屋
上
に
祀
る
た
め
「
分
霊
を
乞

い
捧
持
し
て
帰
京
御
霊
移
し
を
さ
れ
た
」
と
あ
る
（
（
（

。
自
ら
訪
れ
て
御

霊
を
捧
持
す
る
な
ど
、
賀
茂
宮
司
の
道
臣
命
奉
斎
及
び
護
國
神
社
創

建
に
向
け
た
強
い
意
志
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
軍
人
会
館
の
護
國
神
社
は
、
台
中
分
屯
大
隊

の
護
國
神
社
と
同
じ
三
神
を
主
神
と
し
、
そ
の
後
の
軍
人
勅
諭
五
十

年
記
念
を
ふ
ま
え
て
鹿
島
・
香
取
に
加
え
て
大
伴
・
物
部
の
祖
神
を

配
し
、
在
郷
軍
人
総
霊
を
も
祀
る
軍
人
会
館
の
守
護
神
と
し
て
創
建

さ
れ
た
。
そ
の
祠
名
や
祭
神
の
選
定
は
、
賀
茂
百
樹
の
考
え
が
反
映

さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
祭
神
に
天
照
大
神
を
は
じ

め
と
す
る
軍
神
が
並
ぶ
な
か
で
の
明
治
天
皇
も
、
国
土
を
護
り
国
運

の
発
展
を
も
た
ら
し
た
神
徳
を
も
っ
て
、「
護
國
」
の
神
と
し
て
選

定
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
　
講
談
社
の
護
國
神
社

　

東
京
都
文
京
区
音
羽
の
株
式
会
社
講
談
社
の
土
地
は
、
伯
爵
山
田

顕
義
の
邸
宅
跡
で
、
邸
内
の
西
洋
館
に
は
明
治
天
皇
が
行
幸
し
た
と

伝
え
る
。
講
談
社
創
立
者
野
間
清
治
は
、
こ
の
土
地
を
購
入
す
る
と
、

昭
和
九
年
、
新
社
屋
の
建
設
と
と
も
に
、
構
内
に
明
治
天
皇
を
祀
る

護
國
神
社
を
創
建
し
た
。
同
年
十
一
月
四
日
付
の
報
知
新
聞
は
、
前

日
の
鎮
座
祭
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　

講
談
社
に
　
護
國
神
社
　
き
の
ふ
鎭
座
祭

音
羽
の
大
日
本
雄
瓣
會
講
談
社
の
所
在
地
に
は
そ
の
か
み
明
治

大
帝
行
幸
の
地
が
存
す
る
の
で
、
同
社
で
は
こ
れ
を
記
念
す
る

た
め
所
在
地
内
に
建
て
た
護
國
神
社
の
鎭
座
祭
を
菊
薫
る
明
治

節
三
日
午
後
十
時
よ
り
執
行
、
明
治
神
宮
の
神
靈
を
奉
戴
、
野

間
社
長
以
下
社
員
一
同
參
拜
し
て
大
帝
の
御
高
德
を
し
の
び

奉
っ
た
。

　

講
談
社
五
十
年
史
（
（
（

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

社
の
敷
地
は
、
伯
爵
山
田
顕
義
の
邸
跡
で
あ
り
、
伯
が
司
法

大
臣
在
職
中
、
こ
の
地
に
新
邸
を
営
み
、
西
洋
館
を
建
設
し
た
。

こ
の
西
洋
館
に
は
、
明
治
天
皇
の
行
幸
を
か
た
じ
け
な
く
し
て

い
る
。
だ
が
、
大
正
十
二
年
の
大
震
災
で
、
聖
蹟
で
あ
っ
た
西

洋
館
は
崩
壊
し
た
の
で
、
護
国
神
社
の
造
営
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　

護
国
神
社
の
神
殿
は
、
明
治
神
宮
宮
司
有
馬
良
橘
大
将
の
指

示
に
よ
り
、
明
治
神
宮
の
御
社
を
模
し
た
総
檜
造
り
の
建
築
で
、

昭
和
九
年
七
月
四
日
地
鎮
祭
を
行
な
い
、
直
ち
に
工
事
に
着
手

し
て
、
十
一
月
三
日
、
明
治
節
の
佳
辰
を
卜
し
て
鎮
座
祭
が
挙

行
さ
れ
た
。
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護
國
神
社
は
、
明

治
天
皇
行
幸
の
聖
蹟

西
洋
館
が
震
災
で
崩

壊
し
た
の
で
、
野
間

清
治
が
行
幸
を
記
念

す
る
た
め
に
創
建
し

た
と
い
い
、
創
建
に

あ
た
っ
て
は
、
明
治

神
宮
の
有
馬
良
橘
宮

司
の
指
導
に
よ
り
、

明
治
神
宮
を
模
し
た

社
殿
を
建
造
し
、
神

宮
の
神
霊
を
拝
戴
し

て
、
明
治
天
皇
を
祀
っ
た
と
い
う
。
明
治
神
宮
所
蔵
『
昭
和
九
年　

社
務
日
誌
』
に
は
、
鎮
座
祭
の
前
日
十
一
月
二
日
の
記
事
に
、
講
談

社
重
役
髙
木
義
賢
氏
以
下
四
名
が
参
拝
し
、「
同
社
祠
」
に
奉
斎
す

る
「
神
符
」
を
授
与
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
（
（
（

。
拝
戴
し
た
の
は
「
神

符
」
で
あ
り
、
上
記
明
治
神
宮
と
の
関
係
を
裏
付
け
る
記
事
で
あ
る
。

　

講
談
社
の
護
國
神
社
は
、
賀
茂
百
樹
や
靖
國
神
社
と
直
接
の
関
係

は
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
九
年
の
靖
國
神
社
『
社
務
日
記
』
に
、
前

掲
報
知
新
聞
の
記
事
が
切
り
抜
い
て
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
全
く
無
関

係
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
講
談
社
護
國
神
社
創
建
の
七
ヶ
月

程
前
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
軍
人
会
館
護
國
神
社
が
創
建
さ
れ
、

一
ヶ
月
後
の
十
二
月
三
日
に
賀
茂
は
『
明
治
神
宮
と
靖
國
神
社
と
の

御
關
係
』
を
発
刊
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
馬
良
橘
は
賀
茂
の
護
國

神
社
創
建
及
び
そ
の
言
説
を
承
知
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

企
業
の
神
社
と
し
て
は
奇
異
に
感
じ
る
社
名
で
あ
り
、
そ
の
命
名
の

根
拠
を
示
し
た
資
料
は
見
出
し
て
い
な
い
が
、
明
治
天
皇
を
「
護
國

神
社
」
祭
神
と
し
た
先
例
は
台
中
分
屯
大
隊
及
び
軍
人
会
館
の
護
國

神
社
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
講
談
社
護
國
神
社
の
命
名
は
、
お
そ
ら
く

野
間
清
治
の
相
談
を
う
け
た
有
馬
宮
司
に
よ
る
も
の
で
、
明
治
天
皇

を
「
護
國
」
の
神
と
す
る
賀
茂
宮
司
の
考
え
に
添
っ
た
社
名
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
講
談
社
の
地
は
護
国
寺
に
近
く
、
山
田
顕
義
や
野
間

家
の
墓
は
同
寺
墓
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
野
間
清
治
が
菩
提
寺
護
国

寺
に
因
ん
で
護
國
神
社
と
命
名
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場

合
は
祭
神
明
治
天
皇
と
の
関
係
の
説
明
が
つ
き
に
く
い
。

　

な
お
、
次
に
述
べ
る
神
社
制
度
調
査
会
で
、
筧
克
彦
が
「
護
國
ト

申
ス
コ
ト
ハ
、
是
ハ
天
皇
様
ガ
此
ノ
護
國
ト
云
フ
コ
ト
ノ
御
主
人
デ

ア
ラ
セ
ラ
レ
ル
」
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
（
（（
（

、「
護
國
」
の
主
体
は

天
皇
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
軍
人
勅
諭
に
も
「
朕
が
国
家
を
保
護

し
」
と
あ
り
、
国
家
を
保
護
す
る
の
は
天
皇
で
あ
っ
て
、
軍
人
は
そ

の
股
肱
と
し
て
職
を
尽
く
す
こ
と
が
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
国

家
に
お
い
て
、
国
家
保
護
（
護
国
）
の
神
徳
を
顕
し
た
の
は
明
治
天

皇
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
賀
茂
の
み
な
ら
ず
有
馬
に
も
あ
っ
た
も

株式会社講談社の「護国神社」
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の
と
思
わ
れ
る
。
軍
人
勅
諭
に
見
ら
れ
る
天
皇
と
軍
人
の
関
係
は
、

賀
茂
の
「
護
國
神
社
」
に
お
い
て
は
、
明
治
天
皇
及
び
軍
神
を
主
神

と
し
、「
護
國
の
英
霊
」
と
し
て
の
軍
人
は
主
神
に
併
祀
さ
れ
る
（
主

神
の
御
神
体
に
合
祀
さ
れ
な
い
）
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
賀
茂
百
樹
が
「
護
國
神
社
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た

の
か
を
述
べ
て
き
た
。
招
魂
社
制
度
の
整
備
を
検
討
し
た
神
社
制
度

調
査
会
で
、
児
玉
九
一
神
社
局
長
は
「
現
在
ハ
護
國
神
社
ト
云
フ
モ

ノ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
」
と
発
言
し
て
い
る
が
（
（（
（

、
法
令
上
の
「
神
社
」

で
は
な
い
も
の
の
、
昭
和
六
年
に
台
中
分
屯
大
隊
、
昭
和
九
年
に
軍

人
会
館
及
び
講
談
社
に
「
護
國
神
社
」
が
創
建
さ
れ
た
。
賀
茂
百
樹

が
創
建
に
直
接
関
与
し
た
の
は
、
前
二
社
で
あ
る
。
特
に
台
中
分
屯

大
隊
の
場
合
は
、
熟
慮
の
末
に
「
護
國
神
社
」
と
命
名
し
た
と
い
う

こ
と
で
、
彼
の
考
え
た
「
護
國
神
社
」
の
構
想
は
軍
人
会
館
で
も
見

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
軍
人
死
没
者
の
霊
を
祀
る
場
合
で
も
、
天

照
大
神
な
ど
の
軍
神
や
明
治
天
皇
を
主
神
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
靖
國
祭
神
を
「
護
國
の
英
霊
」
と
記
し
て
い
る
が
（
（（
（

、「
神
社
」

の
名
で
創
建
す
る
場
合
は
、
神
祇
を
主
神
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考

え
が
根
底
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
、
靖
國
神
社
祭
神
を
超
越

す
る
存
在
と
し
て
の
「
靖
國
大
神
」
を
見
出
し
た
の
も
、
こ
の
こ
と

と
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
十
四
年
の
「
招
魂
社
」
を

「
護
國
神
社
」
と
す
る
護
國
神
社
制
度
で
は
、「
神
社
」
に
な
っ
て
も

祭
神
は
招
魂
社
の
ま
ま
の
英
霊
の
み
で
あ
り
、
賀
茂
百
樹
が
示
し
た

「
神
社
」
へ
の
配
慮
や
、
軍
神
を
祀
っ
て
こ
そ
の
「
護
國
神
社
」、
或

い
は
「
護
國
」
の
主
体
と
し
て
の
明
治
天
皇
を
祀
る
と
い
う
考
え
は

採
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

護
國
神
社
制
度
創
設
以
降
も
、
制
度
と
は
別
な
「
護
國
神
社
」
が

創
建
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
近
衛
歩
兵
第
三
聯
隊
の
営
内
神
社
「
護
國

神
社
」
を
例
示
す
る
。
部
隊
史
（
（（
（

に
、「
昭
和
十
五
年
聯
隊
戦
没
者
を

祭
る
護
国
神
社
を
銀
杏
ヶ
丘
に
建
立
し
二
月
十
日
鎮
座
祭
を
行
な
っ

た
」
と
あ
り
、
赤
坂
一
ツ
木
町
の
営
内
に
創
建
し
、
同
年
十
一
月
の

桧
町
歩
兵
第
一
聯
隊
兵
舎
へ
の
転
営
で
遷
座
し
た
。
聯
隊
の
戦
没
者

を
祀
る
招
魂
社
的
な
営
内
神
社
で
あ
る
。
そ
の
社
名
は
、
護
国
の
英

霊
に
因
む
と
と
も
に
、
明
治
十
八
年
十
月
二
十
七
日
の
日
比
谷
練
兵

場
で
の
軍
旗
親
授
式
で
、「
汝
軍
人
等
協
力
同
心
シ
テ
益
々
威
武
ヲ

宣
揚
シ
以
テ
国
家
ヲ
保
護
セ
ヨ
」
の
勅
語
を
賜
わ
り
、「
敬
テ
明
勅

ヲ
奉
ス
臣
等
死
力
ヲ
尽
シ
誓
テ
国
家
ヲ
保
護
セ
ン
」
と
奉
答
し
た
と

い
い
、
聯
隊
に
与
え
ら
れ
た
「
国
家
ヲ
保
護
セ
ヨ
」
と
い
う
勅
命
に

因
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
護
国
」
に
は
様
々
な
意
味
合
い
が
あ
り
、

そ
れ
に
関
わ
る
神
や
人
も
様
々
で
あ
っ
た
。
近
歩
三
聯
隊
の
護
國
神

社
へ
の
賀
茂
百
樹
の
関
与
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職

に
職
業
神
を
祀
る
こ
と
を
「
警
視
廳
の
彌
生
神
社
…
在
鄕
軍
人
會
の

護
國
神
社
…
こ
れ
は
誠
に
良
い
こ
と
ゝ
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
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か
ら
（
（（
（

、
近
歩
三
聯
隊
の
護
國
神
社
創
建
を
良
し
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
地
方
招
魂
社
の
設
立
と
賀
茂
百
樹
及
び
護
國
神
社
制
度
と

の
関
係
を
若
干
述
べ
て
お
く
。
神
社
制
度
調
査
会
で
は
、
市
町
村
の

招
魂
社
創
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
多
く
出
さ
れ
た
。
大

日
本
聯
合
青
年
団
の
「
靖
國
ノ
英
靈
ニ
對
ス
ル
抑
ヘ
難
キ
畏
敬
欽
慕

ヨ
リ
コ
レ
ヲ
郷
土
ニ
迎
ヘ
祀
リ
」
た
い
と
い
う
決
議
が
紹
介
さ
れ
、

賀
茂
と
親
し
い
髙
山
昇
委
員
か
ら
は
、
地
方
の
熱
望
に
内
務
省
は
ど

の
よ
う
に
応
え
る
の
か
を
た
だ
す
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
維
持

経
営
が
困
難
と
の
当
局
の
説
明
を
う
け
、
少
数
派
に
留
ま
っ
た
。
そ

の
答
申
を
ふ
ま
え
、
内
務
省
神
社
局
は
、
昭
和
十
四
年
二
月
三
日
付

「
招
魂
社
ノ
創
立
ニ
關
ス
ル
件
」（
発
社
第
三
〇
號
神
社
局
長
通
牒
）
で
、

道
府
県
一
円
を
崇
敬
区
域
と
す
る
も
の
に
一
社
の
創
立
を
許
可
し
、

「
市
町
村
等
ヲ
崇
敬
區
域
と
す
る
も
の
は
其
の
獨
立
招
魂
社
た
る
と

境
内
招
魂
社
た
る
と
に
拘
ら
ず
之
が
創
立
は
容
易
に
許
可
せ
ら
れ
ざ

る
こ
と
に
決
定
」
し
た
と
通
牒
し
た
（
（（
（

。
招
魂
社
の
創
立
を
求
め
る
地

方
の
要
望
を
抑
え
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、

賀
茂
百
樹
は
、
市
町
村
の
招
魂
社
（
忠
霊
社
な
ど
名
称
は
様
々
）・
忠

魂
碑
や
営
内
神
社
な
ど
の
創
設
に
あ
た
り
、
戦
死
病
没
者
、
平
病
死

者
な
ど
軍
人
死
没
者
の
霊
を
祀
る
た
め
の
御
霊
代
拝
受
の
要
望
に
対

し
て
、
懇
切
に
対
応
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
先
ず
祭
神
名
簿
の
提
出

を
求
め
、
要
望
に
よ
り
御
霊
代
と
そ
れ
を
納
め
る
唐
櫃
を
調
製
し
て
、

申
請
者
立
ち
会
い
の
も
と
に
「
御
霊
代
祓
式
」
を
行
い
、
授
与
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
御
霊
代
祓
式
」
は
「
修
祓
魂
招
式
」
と

も
い
わ
れ
、
霊
璽
簿
に
記
さ
れ
た
死
没
者
の
霊
を
御
霊
代
に
鎮
霊
す

る
儀
式
と
思
わ
れ
る
。
靖
國
神
社
所
蔵
『
昭
和
八
年　

庶
務
書
類
』

に
よ
る
と
、
こ
の
こ
と
は
明
治
三
十
二
年
が
最
初
で
、
次
が
大
正
十

年
、
同
十
二
年
か
ら
は
毎
年
執
行
さ
れ
、
昭
和
八
年
以
降
は
飛
躍
的

に
多
く
な
っ
て
い
る
（
（（
（

。
市
町
村
や
軍
な
ど
か
ら
の
「
分
霊
」
授
与
の

願
い
に
対
し
て
、
神
社
側
は
、「
分
霊
」
の
授
与
は
法
令
上
容
易
に

で
き
な
い
こ
と
や
該
当
死
没
者
の
霊
に
限
る
も
の
で
「
分
霊
」
で
は

な
い
こ
と
を
そ
の
都
度
書
翰
で
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
。

　

賀
茂
百
樹
が
宮
司
職
を
辞
し
た
翌
昭
和
十
四
年
二
月
の
御
霊
代
申

請
者
に
対
し
て
、「
素
ヨ
リ
御
分
霊
ノ
儀
ハ
神
社
法
規
上
容
易
ニ
授

與
難
相
成
ノ
処
一
般
ニ
於
テ
往
々
御
分
霊
ト
混
同
誤
解
ノ
向
モ
相
起

リ
自
今
ハ
御
取
扱
セ
ザ
ル
コ
ト
ヽ
致
候
」
と
回
答
し
、
御
霊
代
授
与

を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
後
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
神
符
を
授

与
す
る
と
も
回
答
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
措
置
は
、
上
掲
の
昭
和
十
四
年

二
月
三
日
付
神
社
局
長
通
牒
「
招
魂
社
ノ
創
立
ニ
關
ス
ル
件
」
に
起

因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
前
か
ら
、
靖
國
神
社
の
御
霊
代
拝
受
を

も
っ
て
神
社
設
立
の
手
続
き
を
と
ら
ず
に
招
魂
社
等
を
創
建
し
た
事

例
が
あ
り
、
内
務
省
か
ら
は
分
霊
の
授
与
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
と

の
問
い
合
わ
せ
も
あ
っ
た
が
（
（（
（

、
こ
の
通
牒
は
境
内
社
と
雖
も
招
魂
社

の
設
立
を
認
め
な
い
と
い
う
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
の
で
、
通
牒
を

機
に
従
来
か
ら
の
誤
解
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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賀
茂
百
樹
は
、
地
方
招
魂
社
等
の
創
立
に
関
わ
る
御
霊
代
授
与
の
要

望
に
対
し
て
、
丁
重
に
そ
れ
に
応
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
と
し
て
、
昭
和
六
年
・
九
年
に
賀
茂
百
樹
が
創
建
に
関
わ
っ

た
「
護
國
神
社
」
は
、
彼
の
神
道
人
と
し
て
の
配
慮
や
独
創
に
基
づ

く
最
も
具
体
的
な
構
想
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
四
年
に

創
設
さ
れ
た
「
護
國
神
社
」
制
度
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

そ
の
内
容
や
地
方
招
魂
社
の
創
立
な
ど
に
お
い
て
、
異
な
る
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
靖
國
神
社
・
明
治
神
宮
・
株
式
会
社
講
談

社
に
は
貴
重
な
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

註（1
）　

以
下
は
『
昭
和
六
年　

庶
務
書
類
』（
靖
國
神
社
所
蔵
）
に
よ
る
。

（
2
）　

檜
山
幸
夫
「
台
湾
総
督
府
の
刷
新
と
統
治
政
策
の
転
換
―
明
治
三

一
年
の
台
湾
統
治
―
」（『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
』
第
三
巻
、
ゆ

ま
に
書
房
、
一
九
九
六
年
）

（
3
）　
『
自
大
正
五
年
至
同
八
年　

庶
務
書
類
』（
靖
國
神
社
所
蔵
）。
拙

稿
「
営
内
神
社
等
の
創
建
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
四
七
集
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
4
）　

陸
軍
省
大
日
記
乙
輯
、
大
正
八
年
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵

（
5
）　

拙
稿
「
営
内
神
社
等
の
創
建
」（
前
掲
）

（
6
）　

帝
國
在
郷
軍
人
會
本
部
発
行
、
一
九
四
四
年

（
7
）　

陸
軍
省
大
日
記
甲
輯
、
昭
和
十
一
年
、「
伴
林
氏
神
社
復
興
ニ
関

ス
ル
件
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
）。
伴
林
氏
神
社
社
務
所

『
伴
林
氏
神
社
略
誌
』
一
九
七
八
年

（
8
）　
『
講
談
社
の
歩
ん
だ
五
十
年
（
昭
和
編
）』
社
史
編
纂
委
員
会
編
纂
、

講
談
社
発
行
、
一
九
五
九
年
初
版
、
一
九
六
七
年
二
刷

（
9
）　

明
治
神
宮
国
際
神
道
文
化
研
究
所
研
究
員
戸
浪
裕
之
氏
の
ご
教
示

に
よ
る
。

（
10
）　
『
神
社
制
度
調
査
會
第
七
十
三
回
特
別
委
員
會
議
事
録
』
昭
和
十

三
年
十
一
月
二
十
五
日
の
議
事
録
（
神
社
本
庁
所
蔵
）

（
11
）　
『
神
社
制
度
調
査
会
第
十
回
總
會
議
事
録
』
昭
和
十
三
年
十
月
二

十
七
日
の
議
事
録
（
神
社
本
庁
所
蔵
）

（
12
）　

例
え
ば
「
靖
國
神
社
臨
時
祭
に
臨
み
て
」（『
皇
國
時
報
』
第
五
六

〇
号
、
昭
和
十
年
四
月
十
一
日
発
行
）
で
「
護
國
の
英
靈
」
と
記

し
て
い
る
。

（
13
）　

近
歩
三
史
刊
行
委
員
会
『
近
衛
歩
兵
第
三
聯
隊
史
』
一
九
八
八
年

（
14
）　

賀
茂
百
樹
「
祀
職
は
祀
職
の
神
を
齋
ひ
祀
れ
」（『
皇
國
時
報
』
第

五
三
〇
号
、
昭
和
九
年
六
月
十
一
日
発
行
）

（
15
）　
『
皇
國
時
報
』
第
六
九
八
号
、
昭
和
十
四
年
二
月
十
一
日
発
行

（
16
）　

拙
稿
「
営
内
神
社
等
の
創
建
」（
前
掲
）

（
17
）　

拙
稿
「
営
内
神
社
等
の
創
建
」（
前
掲
）

（
18
）　

大
原
康
男
『
忠
魂
碑
の
研
究
』
暁
書
房
、
一
九
八
四
年

（
神
奈
川
大
学
外
国
語
学
部
特
任
教
授
）


